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第Ⅰ編 設計変更の手引き【工事編】 
 
 
１ はじめに 【省略】 
 
２ 設計変更と契約変更 
（１） 設計変更と契約変更 【省略】 
（２） 発注者・受注者の留意事項 

発注者は、設計積算にあたっては、工事を施工するにあたって必要な条件を明示するよう徹底

する。また、工事実施にあたっては、契約書第 17 条、第 18 条に基づき適正な手続きを行う必要

がある。 

受注者においては、入札にあたっては契約図書をよく確認のうえ、疑義があるときには説明を

求めることができる。また、工事の着手にあたっては設計図書を照査し（「設計図書の照査手引

き」平成 23 年 1月 12 日付け事調第 1106 号事業調整課技術管理担当課長通知参照）、着手時点に

おける疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合には、発注者と「協議」して進

めることが重要である。 

また、適切な設計変更手続きなどが行われるように、設計変更確認会議や工事円滑化会議を活

用する。 

なお、設計変更については次のようなケースがある。 

 

ア 速やかに設計変更を行うケース 

   以下に該当する場合、速やかに設計変更手続きを行う。 

   ・重要な変更 

   ・工事量の増減（拡大設計変更を含む） 

   ・工期の変更を必要とするもの 

   ・その他必要と認めたとき 

    受注者から求めがあった場合 

    新たに再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用が必要になった場合 

    新たに建設発生土を現場外に搬出することになった場合 

    新たに支給材、貸与品を使用させることになった場合 

    新たに跡請保証を付すことになった場合 

 

イ 設計変更を行うことの出来ないケース 

【省略】 

 

ウ 設計変更を必要としないケース 

【省略】 

 

エ 設計変更を行うことが可能なケース 

【省略】 

 
 
（３）設計変更に係わる資料の作成 【省略】 
 
 
 

 
第Ⅰ編 設計変更の手引き【工事編】 
 
 
１ はじめに 【省略】 
 
２ 設計変更と契約変更 
（１） 設計変更と契約変更 【省略】 
（２） 発注者・受注者の留意事項 

発注者は、設計積算にあたっては、工事を施工するにあたって必要な条件を明示するよう徹底

する。また、工事実施にあたっては、契約書第 17 条、第 18 条に基づき適正な手続きを行う必要

がある。 

受注者においては、入札にあたっては契約図書をよく確認のうえ、疑義があるときには説明を

求めることができる。また、工事の着手にあたっては設計図書を照査し（「設計図書の照査手引

き」平成 23 年 1月 12 日付け事調第 1106 号事業調整課技術管理担当課長通知参照）、着手時点に

おける疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合には、発注者と「協議」して進

めることが重要である。 

また、                                        

       

   設計変更を行うことの出来ない場合と、行うことの出来る場合は次のようなケースなど

がある。 

                 

                             

          

                      

                  

                

                  

                                          

                              

                             

                       

 
ア 設計変更を行うことの出来ないケース 

【省略】 

 
イ 設計変更を必要としないケース 

【省略】 

 

ウ 設計変更を行うことが可能なケース 

【省略】 

 

（３）設計変更に係わる資料の作成 【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の追加 

 

 

 

項目の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目の改正 

 

 

項目の改正 

 

 

項目の改正 

 

 

 

 

 

 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

- 2 - 

３ 設計変更の契約条項の説明 
（１） 設計変更に係る契約上の取り決め 【省略】 
（２） 主な条項の解説 
 ア 設計変更と工事現場の状態との不一致、条件の変更等（契約書第 17 項） 
  【省略】 
 
 イ 設計図書の変更（契約書第 18 条） 

本条は第17条「設計図書と工事現場の状態との不一致、条件の変更等」における施工条件の変更等

とは異なり、発注者自らの意思で設計図書を変更できることを規定したものである。 

発注者は、その都合によって設計図書を変更できる。そして、その場合、必要があれば工期又は請

負代金額の変更等を行わなければならない。また、設計図書の変更により受注者に損害を与えたとき

は必要な費用を負担しなければならない。 

発注者は、工事目的物の目的、構造、仕様等を十分検討した後に設計を行い、請負契約を締結すべ

きであるが、工事の施工途中においてその意思・判断を変更せざるを得ない事態が生ずることもある。

その場合には、発注者自らの意思で設計図書を変更しなければならないこととなる。このため、原契

約を根本から変えるような変更は別として、発注者が設計図書の変更（契約の目的（工事内容の同一

性）を変更しない限度において）を任意に行えるようにしている。 

なお、設計図書の変更によって、請負代金額が３分の２以上減少した場合には、受注者は第４５条

の規定によって契約を解除することができる。また、請負代金額が相当額程度増加する 

場合についても新たに追加される工事が当初の契約に基づく工事と分離して施工することが著しく

困難なものを除き、原則として、別途の契約を結ぶことが適当である。 

 

設計図書の変更理由 解    説 適用条項 

(1) 計画、工法、仮設工等

の変更 

発注者自らの意思により設計図書を変更

させる場合である。 

 

第18条 

(2) 拡大設計変更 当初契約金額の３割以下で、かつ、３,

０００万円以下※の増額の場合の追加工事 

 

第18条 

※当面の間、3,000万円の上限は廃止して運用「平成26年3月3日付け 事調第1090号」 

 

ウ 工事の中止（契約書第19条） 【省略】 

エ 請負代金額の変更に代える設計図書の変更（契約書第29条） 【省略】 

 

 

４ 設計変更の種類及び変更指示 

（１） 設計変更の定義 【省略】 

（２） 概数の確定による設計変更 

概数等発注とは、早期発注及び設計積算業務の効率・合理化、施工条件の明確化などを図るため、

概数等による工事の発注に関する事務の取扱いを定められた「道営工事等の概数等発注事務取扱要領

の制定について」（平成9年3月11日付け事調第2059号）及び「道営工事等の概数等発注事務取扱要領

の取扱いについて」（平成17年3月31日付け設計第839号）に基づき、工事の発注に際して当初設計の

工事数量の全部又は一部を概数で積算し、契約締結後に、概数公示した工事数量の確定を行う設計変

更をいう。 

農業農村整備事業における一般的な予算価格の設定は、測量・調査・設計を委託し、施工計画を想

３ 設計変更の契約条項の説明 
（１） 設計変更に係る契約上の取り決め 【省略】 
（２） 主な条項の解説 
 ア 設計変更と工事現場の状態との不一致、条件の変更等（契約書第 17 項） 
  【省略】 
 
 イ 設計図書の変更（契約書第 18 条） 

本条は第17条「設計図書と工事現場の状態との不一致、条件の変更等」における施工条件の変更等

とは異なり、発注者自らの意思で設計図書を変更できることを規定したものである。 

発注者は、その都合によって設計図書を変更できる。そして、その場合、必要があれば工期又は請

負代金額の変更等を行わなければならない。また、設計図書の変更により受注者に損害を与えたとき

は必要な費用を負担しなければならない。 

発注者は、工事目的物の目的、構造、使用等を十分検討した後に設計を行い、請負契約を締結すべ

きであるが、工事の施工途中においてその意思・判断を変更せざるを得ない事態が生ずることもある。

その場合には、発注者自らの意思で設計図書を変更しなければならないこととなる。このため、原契

約を根本から変えるような変更は別として、発注者が設計図書の変更（契約の目的（工事内容の同一

性）を変更しない限度において）を任意に行えるようにしている。 

なお、設計図書の変更によって、請負代金額が３分の２以上減少した場合には、受注者は第４５条

の規定によって契約を解除することができる。また、請負代金額が相当額程度増加する 

場合についても新たに追加される工事が当初の契約に基づく工事と分離して施工することが著しく

困難なものを除き、原則として、別途の契約を結ぶことが適当である。 

 

設計図書の変更理由 解    説 適用条項 

(1) 計画、工法、仮設工等

の変更 

発注者自らの意思により設計図書を変更

させる場合である。 

 

第18条 

(2) 拡大設計変更 当初契約金額の３割以下で、かつ、３,

０００万円以下※の増額の場合の追加工事 

 

第18条 

※当面の間、3,000万円の上限は廃止して運用「平成26年3月3日付け 事調第1090号」 

 

ウ 工事の中止（契約書第19条） 【省略】 

エ 請負代金額の変更に代える設計図書の変更（契約書第29条） 【省略】 

 

 
４ 設計変更の種類及び変更指示 

（１） 設計変更の定義 【省略】 

（２） 概数の確定による設計変更 

概数等発注とは、早期発注及び設計積算業務の効率・合理化、施工条件の明確化などを図るため、

概数等による工事の発注に関する事務の取扱いを定められた「道営工事等の概数等発注事務取扱要領

の制定について」（平成9年3月11日付け事調第2059号）及び「道営工事等の概数等発注事務取扱要領

の取扱いについて」（平成17年3月31日付け設計第839号）に基づき、工事の発注に際して当初設計の

工事数量の全部又は一部を概数で積算し、契約締結後に、概数公示した工事数量の確定を行う設計変

更をいう。 

農業農村整備事業における一般的な予算価格の設定は、測量・調査・設計を委託し、施工計画を想
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定し、委託成果品に基づき、単価・歩掛表により積算した資料を参考に決定している。 

農業農村整備事業（工事）特性、更には、測量・調査・設計委託時と発注時との条件変化、委託成

果品の精度（特に測量精度）、調査に過大な時間・費用を費やしても工事費算出精度を高める効果が

少ないもの等々、設計変更せざるを得ない要因が多々ある。 

概数等による発注とは、工事費、工期等に著しい影響を与えない範囲において当初設計の工事数量

の大部分又は一部を「概数」（不確定数量）として施工条件明示することである。 

すなわち、従来の設計変更（軽微を含む）が確定数量の条件変化対応に対して、概数等による発注

は発注者・受注者がお互いに「変わり得る数量であり、相互確認しあって施工する」ことを確認し、

概数の確定による設計変更を契約条件とするものである。 

（３）工事内容の拡大に伴う設計変更 【省略】 

 

 

（４）工事内容の変更指示書 

建設工事事務の簡素合理化を図り、もって事業の適期、効率的執行を確保するために定められた「建

設工事の軽微な設計変更に伴う事務処理要領の制定等について（昭和46年12月1日付け局総第562号副

出納局長通知）」に基づく設計変更をいう。 

設計変更を行ったときは、新請負金額により契約変更を行うが、その後にも設計変更が生じれば再

度契約変更の手続きを行わなければならない。 

変更の設計にはかなりの時間を要するものであり、また新設計が確定するまで工事を中止すること

は、設計変更の時期を失することとなりかねないので、概略によって変更を行い、設計変更時又は、

工事完成前に一括して変更を確定させるものである。 

軽微変更の範囲は、設計変更に伴う請負代金額の増減見込額の累計が現請負代金額の 30％以内で、

かつ 1,500 万円未満（新工種については、750 万円未満）のものとする。 

事務処理の迅速化・効率化を図るため、重要な変更を除き、打合簿により受発注者間で協議後、総

括監督員からの「工事内容の変更指示書」による指示で変更部分の工事を着手する。 

軽微な設計変更（「建設工事の軽微な設計変更に伴う事務処理要領の制定等について（昭和 46 年

12 月 1 日付け局総第 562 号副出納局長通知）」に基づく設計変更）を行う範囲内であって、契約変更

手続きを行う前に受注者へ作業を行わせる場合は、必ず書面（工事内容の変更指示書）にて指示を行

う。 

受発注者間で認識の共有を図るため、「工事内容の変更指示書」により指示を行う場合は次のとお

りとする。 

①「工事内容の変更指示書」にその内容に伴う増減額の概算額を記載するものとする。 

②特記事項として、「ここで記載する概算額は、「参考値」であり、契約変更額を拘束するものでは

ない。」と記載する。 

③概算額は、百万円単位を基本（百万円以下の場合は十万円単位）とする。 

④緊急的に行う場合、または何らかの理由により概算額の算定に時間を要する場合は、その理由を

記載し、概算額を後日通知する。 

⑤指示にあたっては、必ず配当を受けた歳出予算の範囲内である事を確認すること。概算額による

指示であっても、設計図書の変更、契約変更の際、予算不足とならないよう予算管理を厳格に行

う。 

⑥工事監督員は受注者への指示を行うにあたり、指示書（写）、設計変更理由書、設計変更概要表、

現場不符合等確認報告書、現場不符合確認書、説明資料等を支出負担行為担当者へ情報共有シス

定し、委託成果品に基づき、単価・歩掛表により積算した資料を参考に決定している。 

農業農村整備事業（工事）特性、更には、測量・調査・設計委託時と発注時との条件変化、委託成

果品の精度（特に測量精度）、調査に課題な時間・費用を費やしても工事費算出精度を高める効果が

少ないもの等々、設計変更せざるを得ない要因が多々ある。 

概数等による発注とは、工事費、工期等に著しい影響を与えない範囲において当初設計の工事数量

の大部分又は一部を「概数」（不確定数量）として施工条件明示することである。 

すなわち、従来の設計変更（軽微を含む）が確定数量の条件変化対応に対して、概数等による発注

は発注者・受注者がお互いに「変わり得る数量であり、相互確認しあって施工する」ことを確認し、

概数の確定による設計変更を契約条件とするものである。 

 

（３） 工事内容の拡大に伴う設計変更 【省略】 

 

 

（４）軽微な設計変更 

建設工事事務の簡素合理化を図り、もって事業の適期、効率的執行を確保するために定められた「建

設工事の軽微な設計変更に伴う事務処理要領の制定等について（昭和46年12月1日付け局総第562号副

出納局長通知）」に基づく設計変更をいう。 

設計変更を行ったときは、新請負金額により契約変更を行うが、その後にも設計変更が生じれば再

度契約変更の手続きを行わなければならない。 

変更の設計にはかなりの時間を要するものであり、また新設計が確定するまで工事を中止すること

は、設計変更の時期を失することとなりかねないので、概略によって変更を行い、設計変更時又は、

工事完成前に一括して変更を確定させるものである。 

軽微変更の範囲は、設計変更に伴う請負代金額の増減見込額の累計が現請負代金額の 30％以内で、

かつ 1,500 万円未満（新工種については、750 万円未満）のものとする。 
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テム等により報告するものとし、工事監督員からの報告をもって総括監督員からの報告とみなす。

（受注者に対する総括監督員の指示時点で変更があったものを除く。） 

報告を受けた支出負担行為担当者は、予算執行状況（執行予定）を記録する等、常に把握すると

ともに、設計変更図書の作成、契約変更に向け、必要な指示や助言を行うなど、出張所・振興局

間の情報共有を徹底する。 

 

契約書第 17 条や第 18 条による変更に伴い、附帯的に工事量の変更が必要となる場合は、工事内容

の変更指示書により取り扱うことができるものとする。 

なお、次のものは除く。 

・重要な変更 

・他機関の承認を必要とするもの 

・議会の議決（知事の専決処分を含む）を経た請負工事 

・工期の変更を必要とするもの（工期については別途工期変更を行ってから軽微変更を行う。） 

・変更金額に関わらず工事内容の追加を目的とする拡大設計変更 

  (注) 重要な変更とは構造計算及び水理計算の結果、設計寸法・形状や材質の変更を伴うもの（面工

事は除く）を想定している。 

 

また、農業農村整備の面工事は、発注後、当初予定していた施工箇所が気象条件や受益者の営農計

画の変更により施工できない箇所が生じ、施工箇所の変更を余儀なくされる場合がある。 

このような場合については、「道営農業農村整備事業の面工事に係る事務取扱いについて（平成7

年4月5日付け設計第16号農政部長通知）」及び「道営農業農村整備事業の面工事に係る事務取扱の運

用について（平成7年4月5日付け設計第17号事業調整課長、設計課長通知）」に基づき変更等の手続

きを行う。 

 

工事内容の変更指示書の適用範囲 

軽微な設計変更 新工種が生じない場合 新工種が生じる場合 

増減見込額の累計 

現請負代金額の３０％以内で、か

つ、４，０００万円未満 

左記、かつ、当該新工種に係る請

負代金相当見込額の累計が２，０

００万円未満 

 (注) １ 増減見込額の累計が上記に該当する場合であっても、工期を変更する必要がある場 

合は、「軽微な設計変更」は適用できない。 

２ 増減見込額の累計とは指示ごとの増減額の絶対値の累計（プラス、マイナスに関係なく加

算して得た額）であり、増減額の相殺額ではないことに留意すること。 

例）１回目の指示で１，５００万円の増額見込み、２回目の指示で１，８００万円の増額

見込み、３回目の指示で９００万円の減額見込みの場合の増減見込額の累計は＋２，４００

万円ではなく４，２００万円となり、この場合、３回目の上申時は軽微な設計変更を適用で

きないため、この段階で一括処理と通常の設計変更（第○回設計変更）により請負代金額を

変更しなければならない。 

３ 新工種とは、工事積算体系において、仮設工及び共通仮設費については新たな種別 

（B2レベル）、それ以外は新たな工種（B1レベル）が追加となる場合である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書第 17 条や第 18 条による変更に伴い、附帯的に工事量の変更が必要となる場合は、軽微な設

計変更により取り扱うことができるものとする。 

なお、次のものは除く。 

・重要な変更 

・他機関の承認を必要とするもの 

・議会の議決（知事の専決処分を含む）を経た請負工事 

・工期の変更を必要とするもの（工期については別途工期変更を行ってから軽微変更を行う。） 

・変更金額に関わらず工事内容の追加を目的とする拡大設計変更 

  (注) 重要な変更とは構造計算及び水理計算の結果、設計寸法・形状や材質の変更を伴うもの（面工

事は除く）を想定している。 

 

また、農業農村整備の面工事は、発注後、当初予定していた施工箇所が気象条件や受益者の営農計

画の変更により施工できない箇所が生じ、施工箇所の変更を余儀なくされる場合がある。 

このような場合については、「道営農業農村整備事業の面工事に係る事務取扱いについて（平成7

年4月5日付け設計第16号農政部長通知）」及び「道営農業農村整備事業の面工事に係る事務取扱の運

用について（平成7年4月5日付け設計第17号事業調整課長、設計課長通知）」に基づき変更等の手続

きを行う。 

 

軽微な設計変更の適用範囲 

軽微な設計変更 新工種が生じない場合 新工種が生じる場合 

増減見込額の累計 

現請負代金額の３０％以内

で、かつ、１,５００万円未満 

左記、かつ、当該新工種に係

る請負代金相当見込額の累計

が７５０万円未満 

 (注) １ 増減見込額の累計が上記に該当する場合であっても、工期を変更する必要がある場 

合は、「軽微な設計変更」は適用できない。 

２ 増減見込額の累計とは「軽微な設計変更」上申ごとの増減額の絶対値の累計（プラス、マ

イナスに関係なく加算して得た額）であり、増減額の相殺額ではないことに留意すること。 

例）１回目の軽微変更で７００万円の増額見込み、２回目の軽微変更で         

       ９００万円の減額見込みの場合の増減見込額の累計は－２００万円ではなく

１,６００万円となり、この場合、２回目の上申時は軽微な設計変更を適用できないため、こ

の段階で軽微総括と通常の設計変更（第○回設計変更）により請負代金額を変更しなければ

ならない。 

３ 新工種とは、工事積算体系において、仮設工及び共通仮設費については新たな種別 

（B2レベル）、それ以外は新たな工種（B1レベル）が追加となる場合である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の変更 

 

 

 

 

 

内容の変更 
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（５）設計変更等の区分別の変更内容 

種類 

 

内容 

概数の確定による

設計変更 
拡大設計変更 

軽微な設計変更 

【変更指示書】 
通常の設計変更 

金額制限の規定 な し 

あ り 

変更額が当初契約

額の３割以下で、

かつ、3,000万円以

下※ 

あ り 

増減見込額の累計

が現請負代金額の

30％以内で、かつ、

4,000万円未満（新

工種は2,000万円

未満） 

な し 

工事中止指示 

（契約書第19条） 
できない   できない   できない 

変更工法に時間を

要する場合 

 

変更部分の工事

着手 

 

工事施工協議簿に

よる確認後 

設計変更を通知し

受注者の承諾後 

軽微な設計変更の

通知後 

【指示書を取り交

わした後】 

設計変更を通知し

受注者の承諾後 

工期の変更 

（契約書第23条） 
できない できる できない できる 

設計変更の時期 
概数の全部又は一

部が確定した時点 

変更部分の工事着

手前 

軽微の範囲を超え

る時点又は工事完

了前 

変更部分の工事着

手前 

※当面の間、3,000万円の上限は廃止して運用「平成26年3月3日付け 事調第1090号」 

 

５ 設計変更のフロー図 【省略】 

 

６ 設計変更の手順 

 

６－１ 概数確定による設計変更 

（１）設計変更の手続き 

ア～キ 【省略】 

ク 受注者は第 39号様式（変更契約書）により、承諾の意志表示を行う。 

このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとする。変更契約書を受

理した場合はすみやかに契約事務担当に進達すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）設計変更等の区分別の変更内容 

種類 

 

内容 

概数の確定による

設計変更 
拡大設計変更 

軽微な設計変更 

【変更指示書】 
通常の設計変更 

金額制限の規定 な し 

あ り 

変更額が当初契約

額の３割以下で、

かつ、3,000万円以

下※ 

あ り 

増減見込額の累計

が現請負代金額の

30％以内で、かつ、

1,500万円未満（新

工種は750万円未

満） 

な し 

工事中止指示 

（契約書第19条） 
できない   できない   できない 

変更工法に時間を

要する場合 

 

変更部分の工事

着手 

 

工事施工協議簿に

よる確認後 

設計変更を通知し

受注者の承諾後 

軽微な設計変更の

通知後 

【指示書を取り交

わした後】 

設計変更を通知し

受注者の承諾後 

工期の変更 

（契約書第23条） 
できない できる できない できる 

設計変更の時期 
概数の全部又は一

部が確定した時点 

変更部分の工事着

手前 

軽微の範囲を超え

る時点又は工事完

了前 

変更部分の工事着

手前 

※当面の間、3,000万円の上限は廃止して運用「平成26年3月3日付け 事調第1090号」 

 

５ 設計変更のフロー図 【省略】 
 

６ 設計変更の手順 

 

６－１ 概数確定による設計変更 

（１）設計変更の手続き 

ア～キ 【省略】 

ク 受注者は第 39号様式（変更契約書）により、承諾の意志表示を行う。 

このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとする。変更契約書を受

理した場合はすみやかに契約事務担当に進達すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目の改正 

 

 

内容の追加 

 

 

 

 

内容の変更 

 

 

 

 

 

 

内容の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の削除 
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（２）設計変更の手続きフロー図 

 

 

 

（３）概数の工種別運用例 【省略】 

 

 

（２）設計変更の手続きフロー図 

 

 

 

（３）概数の工種別運用例 【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

 

 

○

協議

○ ○

○

○

○

協議

変更設計図書作成

上申

○

必要と認めたとき

決定

通知

○

又は協議

通知

○

変更内容の確認・承諾 工事監督員経由 進達

○

工事の設計変更について
（第３８号様式）

変更契約書
（第３９号様式）

変更契約の締結
（第３９号様式）

設計変更の通知
（第３７号様式）

設計変更の通知
（第３８号様式）

変更設計図書作成

概数部分の工事着手

概数の一部又は全部が
確定した時点で設計変更

設計変更上申書
（第３５号様式）

概数の一部
又は全部が確定

設計変更等の処理手順     

設計変更の上申
（第３５号様式）

設計変更の決定
（第３６号様式）

概数等発注

概数変更の有無

工事の設計変更について
（第３７号様式）

（設計図書の変更内容）

（請負代金額の増減を伴う変更）

受注者又は現場代理人 工事監督員 発注者（支出負担行為担当者） 備考

概数部分について協議し
工事施工協議簿で確認

所属長へ報告し承認を得る

設計変更決定書
（第３６号様式）

概数等に係る設計数量
の確認及び工事の施工
図等の作成

概数確定による設計変更

○

協議

○ ○

○

○

○

協議

変更設計図書作成

上申

○

必要と認めたとき

決定

通知

○

又は協議

通知

○

変更内容の確認・承諾 工事監督員経由 進達

○

※各様式は農業農村整備事業｢入札・契約実務必携｣参照のこと。

工事の設計変更について
（第３８号様式）

変更契約書
（第３９号様式）

変更契約の締結
（第３９号様式）

設計変更の通知
（第３７号様式）

設計変更の通知
（第３８号様式）

変更設計図書作成

概数部分の工事着手

概数の一部又は全部が
確定した時点で設計変更

設計変更上申書
（第３５号様式）

概数の一部
又は全部が確定

設計変更等の処理手順     

設計変更の上申
（第３５号様式）

設計変更の決定
（第３６号様式）

概数等発注

概数変更の有無

工事の設計変更について
（第３７号様式）

（設計図書の変更内容）

（請負代金額の増減を伴う変更）

受注者又は現場代理人 工事監督員 発注者（支出負担行為担当者） 備考

概数部分について協議し
工事施工協議簿で確認

所属長へ報告し承認を得る

設計変更決定書
（第３６号様式）

概数等に係る設計数量
の確認及び工事の施工
図等の作成

概数確定による設計変更



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

- 7 - 

６－２ 契約書第 17 条による設計変更 

（１） 設計変更の手続き 

ア～コ 【省略】 

サ 受注者は第 39号様式（変更契約書）により、承諾の意志表示を行う。 

このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとする。変更契約書を受

理した場合はすみやかに契約事務担当に進達すること。 

シ 設計変更を行った部分の工事が施工可能となる。 

設計変更部分については設計変更を通知し受注者の承諾後までは工事着手してはならない。現場の

監督職員に自分限りで設計の変更を命じうる権限は原則として与えていない。（工事内容の変更指

示書の場合を除く） 

通知前に工事着手し、設計変更部分で労働災害、公衆災害、損害賠償等が発生した場合、対外的に

説明ができないことは言うまでもない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－２ 契約書第 17 条による設計変更 

（１）設計変更の手続き 

ア～コ 【省略】 

サ 受注者は第 39号様式（変更契約書）により、承諾の意志表示を行う。 

このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとする。変更契約書を受

理した場合はすみやかに契約事務担当に進達すること。 

シ 設計変更を行った部分の工事が施工可能となる。 

設計変更部分については設計変更を通知し受注者の承諾後までは工事着手してはならない。現場の

監督職員に自分限りで設計の変更を命じうる権限は原則として与えていない。（工事内容の変更指

示書の場合を除く） 

通知前に工事着手し、設計変更部分で労働災害、公衆災害、損害賠償等が発生した場合、対外的に

説明ができないことは言うまでもない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

内容の追加 
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（２）設計変更の手続きフロー図 

 

 

６－３ 契約書第 18 条による設計変更 

（１） 設計変更の手続き 

 ア～エ 【省略】 

オ 受注者は第 39号様式（変更契約書）により、承諾の意志表示を行う。 

このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとする。変更契約書を受理

した場合はすみやかに契約事務担当に進達すること。 

 カ 設計変更を行った部分の工事が施工可能となる。 

設計変更部分については設計変更を通知し受注者の承諾後までは工事着手してはならない。現場の監

督職員に自分限りで設計の変更を命じうる権限は原則として与えていない。（工事内容の変更指示書

（２）設計変更の手続きフロー図 

 

 

６－３ 契約書第 18 条による設計変更 

（１） 設計変更の手続き 

 ア～エ 【省略】 

オ 受注者は第 39号様式（変更契約書）により、承諾の意志表示を行う。 

このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとする。変更契約書を受理

した場合はすみやかに契約事務担当に進達すること。 

 カ 設計変更を行った部分の工事が施工可能となる。 

設計変更部分については設計変更を通知し受注者の承諾後までは工事着手してはならない。現場の監

督職員に自分限りで設計の変更を命じうる権限は原則として与えていない。（工事内容の変更指示書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

内容の追加 

変更事象の事実発見 変更事象の事実発見 標準契約書第17条第1、2項

○

通知

現地調査 標準契約書第17条第2項

（現場代理人立会）

不一致確認 標準契約書第17条第3項

標準契約書第17条第4項

○

報告

報告

○

設計変更

上申 工事の一時中止が必要な場合は

○ 工事の一時中止の処理手順による。

予算配当の確認

変更設計書作成

新設計額の算出 必要と認めたとき　　決定 標準契約書第17条第5項

通知 標準契約書第17条第5項、第6項

○

又は協議

通知

○

変更内容の確認・承諾

工事監督員経由 進達

○

※各様式は農業農村整備事業｢入札・契約実務必携｣参照のこと。

必要な資料を添付

必要に応じ設計図書添付

設計変更決定書
（第３６号様式）

調査終了後14日以内に結果を受注
者へ通知（措置を指示する場合を
含む）

工事の設計変更について
（第３７号様式）

（設計図書の変更内容）

（請負代金額の増減を伴う変更）

工事の設計変更について
（第３８号様式）

現場不符合等確認報告書
（第３４号様式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計変更等の処理手順

受注者又は現場代理人 工事監督員 発注者（支出負担行為担当者） 備考

現場不符合等確認報告書
（第３４号様式）

契約書第１７条

設計図書と工事現場の状態の不
一致、条件の変更等

変更部分の工事着手

設計変更の通知
（第３７号様式）

設計変更上申書
（第３５号様式）

変更契約の締結
（第３９号様式）

現場不符合等確認書
（第３３号様式）

設計変更の上申
（第３５号様式）

設計変更の決定
（第３６号様式）

設計変更の通知
（第３８号様式）

変更契約書
（第３９号様式）

現場不符合等通知
（工事共通仕様書総則に

示す「書面」）

現場不符合等確認書
（第３３号様式）

双方記名

通常の設計変更

１７条
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の場合を除く。） 

通知前に工事着手し、設計変更部分で労働災害、公衆災害、損害賠償等が発生した場合、対外的に

説明ができないことは言うまでもない。 

 

（２） 設計変更の手続きフロー図  

 

 

６－４ 指示書による変更指示 

（１） 変更指示の手続き 

  ア 工事内容の変更指示を行う場合 

a） 監督員は工事内容の変更指示書を支出負担行為担当者（契約事務担当）及び総括監督員へ情報

共有システムにより提出する。なお、契約事務担当に回付するときは現場不符合等確認報告書に

現場不符合確認書、設計変更理由書、設計変更概要表、説明資料等を添えて提出する。 

支出負担行為担当者への報告にあっては、監督員からの報告をもって総括監督員からの報告と

みなす。（受注者に対する総括監督員の指示時点で変更があったものを除く。） 

b） 総括監督員は、「工事内容の変更指示書」に指示の内容を記載し、情報共有システムの打合簿

に「工事内容の変更指示書」を添付して、現場代理人へ指示を行う。 

c） 受注者が打合簿で変更内容の指示に承諾した時点で変更部分の工事着手が可能となる。 

 

 

 

の場合を除く） 

通知前に工事着手し、設計変更部分で労働災害、公衆災害、損害賠償等が発生した場合、対外的に

説明ができないことは言うまでもない。 

 

（２） 設計変更の手続きフロー図  

 

 

６－４ 軽微な設計変更 

（１） 設計変更の手続き 

ア 軽微な設計変更を行う場合 

a） 工事監督員は、設計変更の必要があるときは、第 35 号様式（設計変更上申書）の左余 

白に「軽微」と朱書きで記載して上申する。 

b） 設計変更を行うことを決定する。 

第 36 号様式（設計変更決定書）の左上余白に「軽微」と朱書し、「今回支出負担行為額」 

は「増減見込額」と読み替え、「設計変更後」及び「設計変更による増（△）減」欄には変 

更後における見込額の累計を記載する。 

c） 工事監督員及び受注者に設計変更を別記第 1号様式（工事設計変更通知書）により通知する。 

契約金額、工期等契約の変更を伴わないため、通知が相手方に到達した時点で設計変更完了と

なる。 

d） 軽微な設計変更を行った部分の工事が施工可能となる。設計変更部分については、別記 

第 1号様式の通知を行うまでは工事着手してはならない。現場の監督職員に自分限りで設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

内容の削除 

 

項目の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計変更（必要性の整理） 設計変更の必要性検討

上申 標準契約書第18条

○ 工事の一時中止が必要な場合は

変更設計書作成 工事の一時中止の処理手順による。

必要と認めたとき　　決定

通知 標準契約書第49条

○

又は協議

通知

○

変更内容の確認・承諾

工事監督員経由 進達

○

※各様式は農業農村整備事業｢入札・契約実務必携｣参照のこと。

変更部分の工事着手

※工期や請負代金額の変更につい
ては発注者と受注者が協議して定
めるが、協議が整わなかった場合
は、発注者と受注者間の紛争を避
けるために、再度協議することと
なる。
この場合、第36号様式で支出負担
行為をしているため、農村振興課
又は調整課と協議し設計変更につ
いて検討することとなる。
これは、全ての設計変更に該当。

設計変更の上申
（第３５号様式）

設計変更上申書
（第３５号様式）

必要に応じ設計図書添付

設計変更の決定
（第３６号様式）

設計変更決定書
（第３６号様式）

設計変更の通知
（第３７号様式）

（設計図書の変更内容）
工事の設計変更について

（第３７号様式）
（請負代金額の増減を伴う変更）

設計変更の通知
（第３８号様式）

工事の設計変更について
（第３８号様式）

変更契約の締結
（第３９号様式）

変更契約書
（第３９号様式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　設計変更等の処理手順

受注者又は現場代理人 工事監督員 発注者（支出負担行為担当者） 備考

通常の設計変更

１８条

設計変更（必要性の整理） 設計変更の必要性検討

上申 標準契約書第18条

○ 工事の一時中止が必要な場合は

変更設計書作成 工事の一時中止の処理手順による。

必要と認めたとき　　決定

通知 標準契約書第49条

○

又は協議

通知

○

変更内容の確認・承諾

工事監督員経由 進達

○

※各様式は農業農村整備事業｢入札・契約実務必携｣参照のこと。

変更部分の工事着手

※工期や請負代金額の変更につい
ては発注者と受注者が協議して定
めるが、協議が整わなかった場合
は、発注者と受注者間の紛争を避
けるために、再度協議することと
なる。
この場合、第36号様式で支出負担
行為をしているため、農村振興課
又は調整課と協議し設計変更につ
いて検討することとなる。
これは、全ての設計変更に該当。

設計変更の上申
（第３５号様式）

設計変更上申書
（第３５号様式）

必要に応じ設計図書添付

設計変更の決定
（第３６号様式）

設計変更決定書
（第３６号様式）

設計変更の通知
（第３７号様式）

（設計図書の変更内容）
工事の設計変更について

（第３７号様式）
（請負代金額の増減を伴う変更）

設計変更の通知
（第３８号様式）

工事の設計変更について
（第３８号様式）

変更契約の締結
（第３９号様式）

変更契約書
（第３９号様式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　設計変更等の処理手順

受注者又は現場代理人 工事監督員 発注者（支出負担行為担当者） 備考

通常の設計変更

１８条
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イ 一括処理 

a） 変更をとりまとめた変更設計書を作成する。 

b） 指示書等により工事内容の変更を指示した概算金額の累計（設計変更に伴う増減見込額の累計）

が現請負代金額の３０パーセントを超え、又は４，０００万円以上となるとき（新工種に係る増

減見込額の累計が２，０００万円以上となるときを含む）並びに工事完成前の可能な限り早い時

期に一括して設計変更を行い、請負代金額を変更する。 

c） 変更後の設計図書と請負代金の増（減）額及び新工期を記載した変更契約書を添付し、受注者

に対して設計変更の申し入れを別記第2号様式（工事設計変更に伴う請負代金額の変更について）

により行う。 

d） 受注者は第39号様式（変更契約書）により、承諾の意志表示を行う。 

このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計の変更を命じうる権限は原則として与えていない。 

通知前に工事着手し、設計変更部分で労働災害、公衆災害、損害賠償等が発生した場合、 

対外的に説明ができないことは言うまでもない。 

イ 軽微総括 

a） 変更をとりまとめた変更設計書を作成する。 

b） 工期終了前又は軽微変更の限度額（請負代金額の増減累計が 30%を超え又は 1500 万円以上と

なるとき）を超えた時点で設計変更（軽微総括）を行い、請負代金額を変更する。 

c） ア b)における第 36 号様式（設計変更決定書）の左上余白に「軽微総括」と朱書して、設計

変更を決定する。 

d） 変更後の設計図書と請負代金の増（減）額及び新工期を記載した変更契約書を添付し、受注

者に対して設計変更の申し入れを別記第 2 号様式（工事設計変更に伴う請負代金額の変更につ

いて）により行う。 

e） 受注者は第 39号様式（変更契約書）により、承諾の意志表示を行う。 

f） このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとする。変更契約書

を受理した場合はすみやかに契約事務担当に進達すること。 
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（２）設計変更の手続きフロー図 

 

 

 

 

 

 

６－５ 工事の一時中止  

（１）設計変更の手続き 【省略】 

 

 

（２）設計変更の手続きフロー図 

 

 

 

６－５ 工事の一時中止  

（１）設計変更の手続き 【省略】 

 

 

 

 

 

フロー図の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更事象の事実発見 変更事象の事実発見

○

通知

現地調査

（現場代理人立会）

不一致確認

○

報告 　　　設計変更確認会議等を適宜開催

○

指示書(写)と関係書類を提出

必要と認めたとき

打合簿に添付

○

総括監督員からの指示

一括処理 上申

変更設計書作成

決定

協議

○

変更内容の確認・承諾

○

※上記フローは１７条の場合を示す。第１８条の変更の場合は「6-2の(１)ア～カの手続きが不要。

契約書第１７条

工事内容の変更指示書の処理手順

受注者又は現場代理人 工事監督員 発注者（支出負担行為担当者） 備考

工事内容の変更指示書 工事内容の変更指示書

変更部分の工事着手

設計図書と工事現場の状態の不
一致、条件の変更等

現場不符合等通知
（工事共通仕様書総則に

示す「書面」）

現場不符合等確認書
（第３３号様式）

双方記名 現場不符合等確認書
（第３３号様式）

現場不符合等確認報告書
（第３４号様式）

現場不符合等確認報告書
（第３４号様式）

軽微の範囲超過又は
工事完了前

設計変更の決定
（第３６号様式）

設計変更決定書
（第３６号様式）

設計変更上申書
（第３５号様式）

○

工事設計変更に伴う請負代
金額の変更について

※１（別記第２号様式）

変更契約の締結
（第３９号様式）

変更契約書
（第３９号様式）

請負代金額変更の申し入れ
（※１　別記第２号様式）

（申し入れ）

工事内容の変更指示書

設計変更（必要性の整理） 設計変更の必要性検討

軽微な設計変更

上申

○

｢軽微｣と朱書

必要と認めたとき

決定

｢軽微｣と朱書

通知

○

通知

○

軽微総括設計変更

○

変更設計書作成

｢軽微総括｣と朱書 決定

｢軽微総括｣と朱書

協議

○

変更内容の確認・承諾

工事監督員経由 進達

○

※各様式は農業農村整備事業｢入札・契約実務必携｣参照のこと。

※上記フローは１８条の場合を示す。第17条の設計変更の場合は事前に「6-2　(１)　（ア）～（カ）の手続きが必要。

※１　建設工事の軽微な設計変更に伴う事務処理要領の制定等について（S46.12.1局総第562号）参照のこと。

変更部分の工事着手

軽微の範囲超過又は
工事完了前 設計変更上申書

（第３５号様式）

設計変更の決定
（第３６号様式）

請負代金額変更の申し入れ
（※１　別記第２号様式）

（申し入れ）

変更契約書
（第３９号様式）

設計変更決定書
（第３６号様式）

工事設計変更に伴う請負代
金額の変更について

※１（別記第２号様式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計変更等の処理手順

受注者又は現場代理人 工事監督員 発注者（支出負担行為担当者） 備考

事務処理要領第４の１

事務処理要領第４の３

事務処理要領第５の１，２

設計変更の上申
（第３５号様式）

設計変更上申書
（第３５号様式）

事務処理要領第３

必要に応じ設計図書添付

設計変更の決定
（第３６号様式）

設計変更決定書
（第３６号様式）

設計変更の通知
※１（別記第１号様式）

工事設計変更通知書
※１（別記第１号様式）

設計変更の通知
※１（別記第１号様式）

工事設計変更通知書
※１（別記第１号様式）

変更契約の締結
（第３９号様式）

通常の設計変更

軽微
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（２）設計変更の手続きフロー図 

 

 

６－６ 工期の変更  

（１）設計変更の手続き 

ア 受注者の請求による場合 

  a）～e） 【省略】 

f） このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとする。変更契約書を

受理した場合はすみやかに契約事務担当に進達すること。 

イ 発注者の判断による場合 

a）～d） 【省略】 

e） このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとする。変更契約書を

受理した場合はすみやかに契約事務担当に進達すること。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）設計変更の手続きフロー図 

 

 

６－６ 工期の変更 【省略】 

（１）設計変更の手続き 

ア 受注者の請求による場合 

a）～e） 【省略】 

f） このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとする。変更契約書を

受理した場合はすみやかに契約事務担当に進達すること。 

イ 発注者の判断による場合 

a）～d） 【省略】 

e） このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとする。変更契約書を

受理した場合はすみやかに契約事務担当に進達すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時中止の必要性確認 自ら必要と認めたとき

上申

○

一時中止の範囲、期間、

理由等を記載 必要と認めたとき　　決定

標準契約書第19条

一時中止の期間

通知 範囲及び理由

○

通知

○

通知内容の確認・承諾

工事監督員経由

○

※各様式は農業農村整備事業｢入札・契約実務必携｣参照のこと。

変更契約の締結
（第３９号様式）

変更契約書
（第３９号様式）

※一時中止と工期変更を同時に通
知する場合は変更契約締結が必
要。
※工期変更が後日になる場合は、
工期変更時に変更契約を締結。

工事一時中止の通知
（第４３号様式）

工事の一時中止
等について

（第４３号様式）

工事一時中止の決定
（第４１号様式）

工事一時中止決定書
（第４１号様式）

工事一時中止の通知
（第４２号様式）

工事の一時中止
等について

（第４２号様式）

工事一時中止の上申
（第４０号様式）

工事一時中止上申書
（第４０号様式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計変更等の処理手順

受注者又は現場代理人 工事監督員 発注者（支出負担行為担当者） 備考

工事の一時中止

一時中止の必要性確認 自ら必要と認めたとき

上申

○

一時中止の範囲、期間、

理由等を記載 必要と認めたとき　　決定

標準契約書第19条

一時中止の期間

通知 範囲及び理由

○

通知

○

通知内容の確認・承諾

工事監督員経由

○

※各様式は農業農村整備事業｢入札・契約実務必携｣参照のこと。

変更契約の締結
（第３９号様式）

変更契約書
（第３９号様式）

※一時中止と工期変更を同時に通
知する場合は変更契約締結が必
要。
※工期変更が後日になる場合は、
工期変更時に変更契約を締結。

工事一時中止の通知
（第４３号様式）

工事の一時中止
等について

（第４３号様式）

工事一時中止の決定
（第４１号様式）

工事一時中止決定書
（第４１号様式）

工事一時中止の通知
（第４２号様式）

工事の一時中止
等について

（第４２号様式）

工事一時中止の上申
（第４０号様式）

工事一時中止上申書
（第４０号様式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計変更等の処理手順

受注者又は現場代理人 工事監督員 発注者（支出負担行為担当者） 備考

工事の一時中止
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（２）設計変更の手続きフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

（２）設計変更の手続きフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の削除 

 

 

内容の削除 

 

 

 

 

 

 

工事監督員経由

○ 標準契約書第20条

・天候の不良等

気象庁（台）、測候所等の証明

・その他の理由 進達 標準契約書第23条

事実を証明する関係機関の書面 ○

決定

通知

○

又は協議

通知

○

又は協議

通知内容の確認・承諾

工事監督員経由 進達

○

標準契約書第21条

決定

通知

○

又は協議

通知

○

又は協議

通知内容の確認・承諾

工事監督員経由 進達

○

※各様式は農業農村整備事業｢入札・契約実務必携｣参照のこと。

※発注者から工期の短縮等が請求
できる規定

※工期の変更方法について定めた
規定

変更契約書
（第３９号様式）

工期変更の通知
（第４８号様式）

工期の変更について
（第４８号様式）

発注者の判断による場合
（工期の短縮、工事内容の

変更等によるもの）

工期変更の決定
（第４６号様式）

工期変更決定書
（第４６号様式）

工期変更の通知
（第４７号様式）

工期の変更について
（第４７号様式）

※設計変更又は工事一時中止と同
時に工期を変更する場合は、設計
変更決定書により決定されるので
改めて工期変更決定書による決定
は必要無い。

変更契約の締結
（第３９号様式）

変更契約書
（第３９号様式）

工期変更の決定
（第４６号様式）

工期変更決定書
（第４６号様式）

工期変更の通知
（第４７号様式）

工期の変更について
（第４７号様式）

工期延長副申書
（第４５号様式）

工期延長の副申
（第４５号様式）

工期変更の通知
（第４８号様式）

工期の変更について
（第４８号様式）

変更契約の締結
（第３９号様式）

工期延長の請求
（第４４号様式）

工期延長請求書
（第４４号様式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計変更等の処理手順

受注者又は現場代理人 工事監督員 発注者（支出負担行為担当者） 備考

※受注者から工期の延長変更が請
求
できる規定

工期の変更

工事監督員経由

○ 標準契約書第20条

・天候の不良等

気象庁（台）、測候所等の証明

・その他の理由 進達 標準契約書第23条

事実を証明する関係機関の書面 ○

決定

通知

○

又は協議

通知

○

又は協議

通知内容の確認・承諾

工事監督員経由 進達

○

標準契約書第21条

決定

通知

○

又は協議

通知

○

又は協議

通知内容の確認・承諾

工事監督員経由 進達

○

※各様式は農業農村整備事業｢入札・契約実務必携｣参照のこと。

※発注者から工期の短縮等が請求
できる規定

※工期の変更方法について定めた
規定

変更契約書
（第３９号様式）

工期変更の通知
（第４８号様式）

工期の変更について
（第４８号様式）

発注者の判断による場合
（工期の短縮、工事内容の

変更等によるもの）

工期変更の決定
（第４６号様式）

工期変更決定書
（第４６号様式）

工期変更の通知
（第４７号様式）

工期の変更について
（第４７号様式）

※設計変更又は工事一時中止と同
時に工期を変更する場合は、設計
変更決定書により決定されるので
改めて工期変更決定書による決定
は必要無い。

変更契約の締結
（第３９号様式）

変更契約書
（第３９号様式）

工期変更の決定
（第４６号様式）

工期変更決定書
（第４６号様式）

工期変更の通知
（第４７号様式）

工期の変更について
（第４７号様式）

工期延長副申書
（第４５号様式）

工期延長の副申
（第４５号様式）

工期変更の通知
（第４８号様式）

工期の変更について
（第４８号様式）

変更契約の締結
（第３９号様式）

工期延長の請求
（第４４号様式）

工期延長請求書
（第４４号様式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計変更等の処理手順

受注者又は現場代理人 工事監督員 発注者（支出負担行為担当者） 備考

※受注者から工期の延長変更が請
求
できる規定

工期の変更
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７ 設計変更書類の作成について 

７－１ 設計変更上申書 

（１）設計変更上申時等の上申者 

支出負担行為担当者に対する上申等に係る工事監督員の職務分担等については、「北海道農政部請負工

事監督要領」にて、次のとおり定められている。 

第4条  

２ 総括監督員は、必要に応じて主任監督員又は監督員からの報告事項及び主任監督

員又は監督員への指示事項について支出負担行為担当者に報告し、又は指示を求め

るものとする。 

第5条 工事監督員は、監督業務の遂行に当たり、支出負担行為担当者に報告し、又は指

示を求める必要があると認められるときは、その内容に意見を付して報告し、指示

を受けるものとする。この場合において、監督員は主任監督員及び総括監督員を経

由して報告し、指示を受けるものとする。 

よって、支出負担行為担当者への設計変更及び一時中止等の上申や現場不符合等確認報告等について

は、監督員・主任監督員及び総括監督員の連名で行うこととなる。 

（２）設計変更上申書の記載方法 

  設計変更上申書の記載方法については、「７－４ 設計変更書類等の記載例」を参考に作成し、次の

事項に留意すること。 

 ア 軽微な設計変更、軽微総括の場合は、それぞれ左上余白に「軽微」、「軽微総括」と朱書きするこ

と。ただし、白黒印刷の場合、朱色等のマーカーで対応しても良い。 

 ア 設計変更理由について、下記項目に該当するものは上申書の理由欄に記載することを基本とし、記

載内容は明確かつ簡潔に記載すること。また、次の項目に該当しないもののほか詳細な理由が必要な

場合は、設計変更の条項に加え「別紙理由書のとおり」と記載し、「第Ⅱ編 設計変更事例集」を参

考に理由を記載すること。 

  (ｱ)契約書第 17条（現場不符合等確認書で内容が確認できる場合） 

  (ｲ)拡大設計変更（当初発注時の特記仕様書で全体工事の一部として、明示している場合） 

  (ｳ)概数確定による設計変更 

  (ｴ)一括処理 

 イ 設計変更の概要欄は「別紙設計変更概要表のとおり」と記載することを基本とする。 

 

７－２ 設計変更理由書 【省略】 

７－３ 設計変更概要表 【省略】 

 

 

 

 

 

７ 設計変更書類の作成について 

７－１ 設計変更上申書 

（１） 設計変更上申時等の上申者 

支出負担行為担当者に対する上申等に係る工事監督員の職務分担等については、「北海道農政部請負工

事監督要領」にて、次のとおり定められている。 

第3条  

３ 主任監督員は、必要に応じて主任監督員又は監督員からの報告事項及び主任監督

員又は監督員への指示事項について支出負担行為担当者に報告し、又は指示を求め

るものとする。 

第4条 工事監督員は、監督業務の遂行に当たり、支出負担行為担当者に報告し、又は指

示を求める必要があると認められるときは、その内容に意見を付して報告し、指示

を受けるものとする。この場合において、監督員は主任監督員及び総括監督員を経

由して報告し、指示を受けるものとする。 

よって、支出負担行為担当者への設計変更及び一時中止等の上申や現場不符合等確認報告等について

は、監督員・主任監督員及び総括監督員の連名で行うこととなる。 

（２）設計変更上申書の記載方法 

  設計変更上申書の記載方法については、「７－４ 設計変更書類等の記載例」を参考に作成し、次の

事項に留意すること。 

 ア 軽微な設計変更、軽微総括の場合は、それぞれ左上余白に「軽微」、「軽微総括」と朱書きするこ

と。ただし、白黒印刷の場合、朱色等のマーカーで対応しても良い。 

 イ 設計変更理由について、下記項目に該当するものは上申書の理由欄に記載することを基本とし、記

載内容は明確かつ簡潔に記載すること。また、次の項目に該当しないもののほか詳細な理由が必要な

場合は、設計変更の条項に加え「別紙理由書のとおり」と記載し、「第Ⅱ編 設計変更事例集」を参

考に理由を記載すること。 

  (ｱ)契約書第 17条（現場不符合等確認書で内容が確認できる場合） 

  (ｲ)拡大設計変更（当初発注時の特記仕様書で全体工事の一部として、明示している場合） 

  (ｳ)概数確定による設計変更 

  (ｴ)軽微総括 

  

ウ 設計変更の概要欄は「別紙設計変更概要表のとおり」と記載することを基本とする。 

 

 

７－２ 設計変更理由書 【省略】 

７－３ 設計変更概要表 【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の変更 

 

内容の変更 

 

 

 

内容の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目の削除 

 

項目の改正 

 

 

 

 

 

 

内容の変更 

 

項目の改正 
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７－４ 設計変更書類等の記載例 

 

 

７－４ 設計変更書類等の記載例 

 
 

 

 

 

 

 

内容の削除 

 

 

 

 

 

内容の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　第３５号様式

設　計　変　更　上　申　書

　 　 　　 年    月    日

  ◯◯（総合）振興局長　　様

総括監督員 所長 ◯◯　◯◯

主任監督員 係長 ◯◯　◯◯  　 

監　督　員 主任 ◯◯　◯◯  　 

（ ◯◯◯◯ ）

工 事 名

    上記建設工事について、次のとおり設計変更を要するものと認められますので、

　関係図書を添えて上申します。

受 注 者 ◯◯建設（株）

年 月 日  設計変更による

現 工 期

年 月 日  工期変更の必要性

設計変更

否

の 概 要  の一時中止の要否

・契約書第17条（別紙現場不符合等確認書のとおり）

・拡大設計変更（別紙特記仕様書のとおり）

・概数確定による設計変更

・一括処理

理　　由 ・契約書第18条（別紙理由書のとおり）

そ の 他

    
必要事項     

第 回設計変更

着工　　

完成　　

畑地帯（支援）　◯◯ 地区  1工区

設計変更による工事

無

軽微な設計変更では工期変更は出

来ない
通常設計変更で工期変更が必要と
なる場合は日数を記載

工事一時中止が必要な場合は、

「要」と記載し、速やかに工事一時
中止上申書（第40号様式）により上
申すること

「別紙設計変更概要表のとおり」と記載

　　第３５号様式

設　計　変　更　上　申　書

　 　 　　 年    月    日

  ◯◯（総合）振興局長　　様

主任監督員 係長 ◯◯　◯◯  　 

監　督　員 主任 ◯◯　◯◯  　 

（ ◯◯◯◯ ）

工 事 名

    上記建設工事について、次のとおり設計変更を要するものと認められますので、

　関係図書を添えて上申します。

受 注 者 ◯◯建設（株）

年 月 日  設計変更による

現 工 期

年 月 日  工期変更の必要性

設計変更

否

の 概 要  の一時中止の要否

・契約書第17条（別紙現場不符合等確認書のとおり）

・拡大設計変更（別紙特記仕様書のとおり）

・概数確定による設計変更

・軽微総括

理　　由 ・契約書第18条（別紙理由書のとおり）

そ の 他

    
必要事項     

第 回設計変更

軽微

着工　　

完成　　

畑地帯（支援）　◯◯ 地区  1工区

設計変更による工事

無

(又は)軽微

軽微、軽微総括の場合
左上余白に「軽微」、「軽微総括」と朱書き
又は朱色等でマーカーをする。

軽微な設計変更では工期変更は出

来ない
通常設計変更で工期変更が必要と
なる場合は日数を記載

工事一時中止が必要な場合は、

「要」と記載し、速やかに工事一時
中止上申書（第40号様式）により上
申すること

「別紙設計変更概要表のとおり」と記載



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

- 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 削 除 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計変更理由書（記載例） 【省略】 

 

 

 

設計変更理由書（記載例） 【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計表の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別　　紙）

（○○○○）

工　事　名 畑地帯（支援）　○○地区　1工区

（単位：円）

請　負　金　額

10,000,000

計 2,250,000 3,000,000

第１回軽微変更 ① 第17条 450,000 450,000 450,000 4.50%

② 第18条 △ 300,000 300,000 750,000 7.50%

第２回軽微変更 ① 第17条 800,000 800,000 1,550,000 15.50%

第２回軽微変更 ② 第17条 △ 600,000 600,000 2,150,000 21.50%

第２回軽微変更 ③ 第18条 750,000 750,000 2,900,000 29.00%

第２回軽微変更 ④ 第18条 100,000 100,000 3,000,000 30.00%

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

第２回軽微変更 合計 1,050,000 　　

軽 微 な 設 計 変 更 に 係 る 累 計 表

区　　　　分
整理
番号

変更条項 変更予定額
金　　　額

（絶　対　値）
累　　　計
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設計変更概要表（記載例） 

工事番号 ○○○○ 

工事名 畑地帯（支援） ○○地区 1 工区 

    

      第○回設計変更 

名称 単位 
数量 

増減 備 考 
変更前 変更後 

【概数確定による変更】        

土工           

 土砂掘削(地山)_バックホウ m3 200 250 50   

 敷均し_狭隘な箇所 m3 300 400 100   

 締固め_狭隘な箇所 m3 300 400 100   

         

【契約書第 18 条による変更】        

○号用水路工        

 用水路工 ｍ 1,000 0 △ 1,000 
○月○日付指示書

提出済み 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

※条項毎または案件ごとに増または減となった主な変更内容を１～３項目程度を目安に記載する。  

 

 

設計変更概要表（記載例） 

工事番号 ○○○○      

工事名 畑地帯（支援） ○○地区 1 工区       第○回設計変更 

名称 単位 
数量 

増減 備 考 
変更前 変更後 

【概数確定による変更】        

土工           

 土砂掘削(地山)_バックホウ m3 200 250 50   

 敷均し_狭隘な箇所 m3 300 400 100   

 締固め_狭隘な箇所 m3 300 400 100   

         

【契約書第 18 条による変更】        

○号用水路工        

 用水路工 ｍ 1,000 0 △ 1,000 
○月○日付指示書

提出済み 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

※条項毎または案件ごとに増または減となった主な変更内容を１～３項目程度を目安に記載する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載内容の追加 
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内容の追加及び削

除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の変更 

 

 

 

 

 

内容の追加 

 

 

 

第３３号様式

現　場　不　符　合　等　確　認　書

( ◯◯◯◯ )

　　上記建設工事に係る現場不符合等に関し、　　○○年○○月○○日調査の結果、

　　　

　次のとおり確認した。

　　○○年○○月○○日

監　督　員 ○○　○○

現場代理人 ●●　●●

１．不符合等の内容

　○○ほ場の暗渠排水について掘削した結果、心土に礫が多く含まれていること

から、この対応について協議願う。

２．措置に関する意見

　現地確認の結果、スリム型バケットでは掘削断面の保持が困難であることから、

従来型バケットへ変更を行う。

不符合等の内容はできるだけ詳細に記載すること。
措置に関する意見で、工事監督員と現場代理人とが一致しないものがあるときは、

双方の意見（だれの意見であるかを明らかにすること。）を併記すること。

工 事 名 畑地帯（支援）　◯◯ 地区  1工区

技師

注１

　２

理由書の作成は不要（対応工法が明確な場合）

第３３号様式

現　場　不　符　合　等　確　認　書

( ◯◯◯◯ )

　　上記建設工事に係る現場不符合等に関し、　　○○年○○月○○日調査の結果、

　　　

　次のとおり確認した。

　　○○年○○月○○日

監　督　員 ○○　○○ (印)

現場代理人 ●●　●● (印)

１．不符合等の内容

　○○ほ場の暗渠排水について掘削した結果、心土に礫が多く含まれていること

から、この対応について協議願う。

２．措置に関する意見

　現地確認の結果、スリム型バケットでは掘削断面の保持が困難であることから、

従来型バケットへ変更を行う。

工 事 名 畑地帯（支援）　◯◯ 地区  1工区

設計変更上申書へ添付し、理由書の

作成は不要（対応工法が明確な場合）
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内容の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の追加 

 

 

第３４号様式

現 場 不 符 合 等 確 認 報 告 書

　　 ○○年○○月○○日　　

 ◯◯（総合）振興局長　　様

総括監督員 ◯◯　◯◯

主任監督員 工事第○係長◯◯　◯◯

監　督　員 ◯◯　◯◯ 　　

（ ◯◯◯◯ ）

  上記建設工事について、　　○○年○○月○○日　現場代理人から現場不符合等の

旨、通知があったので、　　○○年○○月○○日　現場代理人立会いの下に調査を

行った結果、別紙現場不符合等確認書のとおり確認したので報告します。

注 この報告書には、現場不符合等確認書、その他必要に応じ図面等を添付すること。

工 事 名 畑地帯（支援）　◯◯ 地区  1工区

技師

次長

第３４号様式

現 場 不 符 合 等 確 認 報 告 書

　　 ○○年○○月○○日　　

 ◯◯（総合）振興局長　　様

監督員 ◯◯　◯◯ 　　

（ ◯◯◯◯ ）

  上記建設工事について、　　○○年○○月○○日　現場代理人から現場不符合等の

旨、通知があったので、　　○○年○○月○○日　現場代理人立会のもとに調査を行っ

た結果、別紙現場不符合等確認書のとおり確認したので報告します。

工 事 名 畑地帯（支援）　◯◯ 地区  1工区
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内容の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　第４０号様式

　 　 　　 年    月    日

  ◯◯（総合）振興局長　　様

総括監督員 所長 ◯◯　◯◯

主任監督員 係長 ◯◯　◯◯  　 

監　督　員 主任 ◯◯　◯◯  　 

（ ◯◯◯◯ ）

工 事 名

        上記建設工事について、次のとおりその施工を一時中止する必要があると

　　　認められますので、上申します。

◯◯建設（株）

注　１ 工事の一時中止を必要とする範囲及び期間は、具体的に記載すること。 

　　２ 工事の一時中止を必要とする理由は、できるだけ詳細に記載すること。

〇〇月〇〇日（台風〇〇号）の大雨により河岸が決壊したことから、
護岸法線の再検討の必要が生じたため、側転2,400～2,800の護岸工を
一時中止したい。（契約書第19条）

　工事の一時中止を必要
　とする期間

護岸工の再検討が完了予定の　　〇〇年〇〇月〇〇日まで。
（〇〇日間）

その他必要事項

畑地帯（支援）　◯◯ 地区  1工区

工　事　一　時　中　止　上　申　書

受　注　者

　工事の一時中止を必要
　とする範囲及び理由

工事の一時中止を必要とする期間を定めたときは、その期間満了と同時に工事の一時中止は自然に解除され

たと解され、その翌日から工事の施工を再開してよい。しかし、「別途指示する日まで」や「○○の検討が完了す

る日まで」等、中止期間が明確となっていない場合は、工事を再開する際に一時中止を解除し、その旨を受注者

に書面をもって通知する必要がある。

また、工事の一時中止期間が工期の2分の1に相当する日数（工期の2分の1に相当する日数が30日を超える

場合は、30日）を超える場合、受注者に契約解除権（契約書第47条）が発生するケースがあるため注意すること。

　　第４０号様式

　 　 　　 年    月    日

  ◯◯（総合）振興局長　　様

主任監督員 係長 ◯◯　◯◯  　 

監　督　員 主任 ◯◯　◯◯  　 

（ ◯◯◯◯ ）

工 事 名

        上記建設工事について、次のとおりその施工を一時中止する必要があると

　　　認められますので、上申します。

◯◯建設（株）

 注　１ 工事の一時中止を必要とする範囲及び期間は、具体的に記載すること。
　　２ 工事の一時中止を必要とする理由は、できるだけ詳細に記載すること。

〇〇月〇〇日（台風〇〇号）の大雨により河岸が決壊したことから、
護岸法線の再検討の必要が生じたため、側転2,400～2,800の護岸工を
一時中止したい。（契約書第19条）

　工事の一時中止を必要
　とする期間

護岸工の再検討が完了予定の　　〇〇年〇〇月〇〇日まで。
（〇〇日間）

その他必要事項

畑地帯（支援）　◯◯ 地区  1工区

工　事　一　時　中　止　上　申　書

受　注　者

　工事の一時中止を必要
　とする範囲及び理由

工事の一時中止を必要とする期間を定めたときは、その期間満了と同時に工事の一時中止は自然に解除されたと解され、

その翌日から工事の施工を再開してよい。しかし、「別途指示する日まで」や「○○の検討が完了する日まで」等、中止期間

が明確となっていない場合は、工事を再開する際に一時中止を解除し、その旨を受注者に書面をもって通知する必要があ

る。

また、工事の一時中止期間が工期の2分の1に相当する日数（工期の2分の1に相当する日数が30日を超える場合は、30
日）を超える場合、受注者に契約解除権（契約書第47条）が発生するケースがあるため注意すること。
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【 削 除 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－３          工 事 施 工 協 議 簿 （ 記 載 例 ） 

指示 承諾 役職等 
課 長 
出張所長 

専 門 員 
次 長 

係 長 
主 査 

総括 
監督員 

主任 
監督員 

監督員  
主 任 
技 術 者 

現 場 
代 理 人 

協議 報告 署名等 
必要に 
応じて 

必要に 
応じて 

       

指示（改善） 
協議（概数確定） 

改造請求及び破壊検査等 

指示 協議 

役職等 
課 長 
出張所長 

専 門 員 
次 長 

係 長 
主 査 

総括 
監督員 

主 任 
監 督 員 

監督員 
会社の
責任者 

主 任 
技 術 者 

現 場 
代 理 人 

署名等          

 

工 事 名  畑地帯（支援） ○○地区 １工区 
協議簿通し番号 

 

受 注 者 名  

当該協議月日 年  月  日 前回協議月日 年  月  日 

 記載者 内           容 

協

議

事

項 

 

 

工事監督員 

 ○○○○ 

 

・概数項目について、別紙確認資料により確定する。 

 

 

 

 

 

 

 

合

意

事

項 

 

 

現場代理人 

 ●●●● 

 

・上記について、了解する。 

 

 

 

 

 

 

 

※協議（概数確定）時には、会社の責任者の押印が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議簿の削除 
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【 追 加 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打合簿の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年　　月　　日

（工事監督員）

総括監督員　

　主任監督員　

　監　督　員　

（受注者）　　

■発注者 □受注者

 備考 打合せ毎に別葉とする。

 ※情報共有システムを使用しない場合は、適宜決裁欄を作成すること。

【中間】処理・回答日：      年      月      日     【最終】処理・回答日：      年      月      日

受
 
注
 
者

上記について  □承諾  □協議  □報告  □提出  □届出  ■その他(  了解  )します

  □回答予定日を設定します。 回答予定日：      年       月       日

【回答】

【中間】処理・回答日：      年      月      日   【最終】処理・回答日：      年      月      日

件 　　　　名 内　　　　 容

概数の確定について ・概数項目について、別紙確認資料により確定する。

処
 
理
 
・
 
回
 
答

発
 
注
 
者

上記について  □承諾  □受理  □通知  □指示  □提示  □その他(           )します

　　 　　　   □回答予定日を設定します。 回答予定日：      年       月       日

【回答】

打　　　合　　　簿

工事名

発 議 者

発議事項 ■協議 □承諾 □指示 □提出 □報告 □通知 □その他(　　　 )
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【 追 加 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打合簿の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年　　月　　日

（工事監督員）

総括監督員　

　主任監督員　

　監　督　員　

（受注者）　　

■発注者 □受注者

【回答】

【中間】処理・回答日：      年      月      日     【最終】処理・回答日：      年      月      日

受
 
注
 
者

打　　　合　　　簿

工事名

発 議 者

発議事項 □協議 □承諾 ■指示 □提出 □報告 □通知 □その他(　　　 )

 備考 打合せ毎に別葉とする。

 ※情報共有システムを使用しない場合は、適宜決裁欄を作成すること。

内　　　　 容

別紙、工事内容の変更指示書（第１回）のとおり指示します。

上記について  ■承諾  □協議  □報告  □提出  □届出  □その他(  　　  )します

  □回答予定日を設定します。 回答予定日：      年       月       日

【回答】

【中間】処理・回答日：      年      月      日   【最終】処理・回答日：      年      月      日

件 　　　　名

工事内容の変更指示書（第１回）

処
 
理
 
・
 
回
 
答

発
 
注
 
者

上記について  □承諾  □受理  □通知  □指示  □提示  □その他(           )します

　　 　　　   □回答予定日を設定します。 回答予定日：      年       月       日
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【 追 加 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更指示書の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年　　月　　日
（受注者名）　●●建設（株）

現場代理人　●●　●●　様

①

総括監督員

●●総合振興局

●●耕地出張所長　　●●　●●

（ 工 事 番 号 ）

（ 工 事 名 ）

　　　　上記工事の工事内容を一部変更するので、下記の指示により施工されたい。

②
１　指示の内容

１－１ほ場について、「湧水処理工説明図」のとおり湧水処理工を追加する。

特記事項 当該指示における概算金額：約 ●●百万円増（減）の見込み（消費税等含む）

ここで記載する概算額は、「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない。

③ （概算金額累計）

①現請負代金 ●●円

②増減見込額の累計 ●●円の増（減）

③増減見込額の絶対値の累計 ●●円

③のうち、新工種に係る見込額 ●●円

（趣　旨）

　本様式は、工事に必要な指示を迅速かつ的確に行うためのものである。

④

※情報共有システムを使用しない場合は、メールにより対応すること。

工　事　内　容　の　変　更　指　示　書
（第●回）

記
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 出張所（室）にあっては所長、次長 

 整備課、農村振興課にあっては課長、主幹 となります。          

 追加工事等に伴う追加・変更契約は、原則、追加工事等の着工前に契約変更を行うことが必要ですが、都

度追加・変更契約を締結することが不合理な場合は、以下の事項を取り交わすことにより、内容が確定した時

点で遅滞なく手続きを行うこととなっています。 

 

 【受注者と取り交わす事項】 

  ア 受注者に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的な作業内容

 

イ 当該追加工事等が契約変更等の対象となること及び契約変更等を行う時期

 

ウ 追加工事等に係る契約単価の額  

 

（発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン（R8.1 国交省）より） 

 

 契約事務担当者において、新工種に係る見込額を把握するため、記載するものです。

          

 打合簿に添付して情報共有システムにより回付 

 受注者への回付者は総括監督員とします。 

 受注者は「会社の責任者」による承認を必要とします。 

 なお、書面により提出を受けた場合、課税文書の作成とみなされる恐れがあることから、情報共有システム 

若しくはメール等により、提出を受けてください。 
          

 工事内容の変更指示書への添付資料は以下を標準とします。 

 ア 受注者へ 

  ・設計変更概要表（指示の内容欄に記載出来ない場合） 

  ・変更説明資料（図面、写真等）（必要な場合） 

  ・その他必要資料 

 イ 支出負担行為担当者へ 

  ・設計変更理由書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 追 加 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留意事項の追加 
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  ・設計変更概要表 

  ・変更説明資料（図面、写真等） 

  ・現場不符合等確認報告書（現場不符合の場合のみ） 

  ・現場不符合等確認書（現場不符合の場合のみ） 

  ・その他必要資料

 

８ 設計変更に係るＱ＆Ａ 

 

８－１ 概数に関する質疑について 

 

番号 質問・疑問 回 答 

１～13 【省略】 

14 概数とした設計内容は必ず、 

全て設計変更が伴うのか。 

想定した数量に変更がなければ、設計変更を行う必要がな

い。ただし、数量に変更がない場合についても「打合簿」を

作成し、相互に書面で確認することは必要である。 

15～21 【省略】 

22 概数等発注の最終の精算設計

変更は目的物が完成した時点で

なければできない場合が多いと

思われるが（出来高変更）、工

事完了後に契約の変更すること

に問題はないか。 

概数等発注とは「概数」表示した内容については、発注者・

受注者の相互において変わり得る数量であると認識し、お互

いに「打合簿」により確認後施工するものであり、出来高に

対して精算設計変更するものではない。 

「打合簿」により相互確認し、設計変更することとしたも

のについては変更する責務があり、設計変更が終了して工事

が竣工となる。 

工期末に概数確定による数量変更が予想される工事につい

ては、設計変更に要する予算措置とともに、概数の確定を早

急に行う必要がある。 

23～25 【省略】 

26 概数等による発注は、工事内

容の変更指示書による指示とし

て事務処理ができるか。 

 

概数の確定については、打合簿で数量の確定協議を行い、

設計変更を行ってください。このとき、当初から計上してい

る工種であり、新たな作業が伴わないことから、「工事内容

の変更指示書」の取り交わしは不要です。 

ただし、概数の確定によるものかどうか内容が確認できる

ように処理してください。 

 

８－２ 拡大設計変更に関する質疑について 【省略】 

 

８－３ 契約書第１７・第１８条（変更指示書含む）に関する質疑について 

番号 質問・疑問 回        答 

1 変更指示書による指示は、何

度行っても良いのか。 

また、設計変更を行う時期

は、工事終了前として良いか。 

変更指示書による指示は、その範囲内であれば何度も変更指

示書による指示として処理することができる。 

また、設計変更を行う時期は、受注者から求めがあった場

合を除き、当該工事の不確定要素すべてが解消した時点として

 

 

 

 

 

 

８ 設計変更に係るＱ＆Ａ 

 

８－１ 概数に関する質疑について 

 

番号 質問・疑問 回 答 

１～25 【省略】 

14 概数とした設計内容は必ず、

全て設計変更が伴うのか。 

想定した数量に変更がなければ、設計変更を行う必要がな

い。ただし、数量に変更がない場合についても「工事施工協

議簿」を作成し、相互に書面で確認することは必要である。 

15～21 【省略】 

22 概数等発注の最終の精算設計

変更は目的物が完成した時点で

なければできない場合が多いと

思われるが（出来高変更）、工

事完了後に契約の変更すること

に問題はないか。 

概数等発注とは「概数」表示した内容については、発注者・

受注者の相互において変わり得る数量であると認識し、お互

いに「工事施工協議簿」により確認後施工するものであり、

出来高に対して精算設計変更するものではない。 

「工事施工協議簿」により相互確認し、設計変更すること

としたものについては変更する責務があり、設計変更が終了

して工事が竣工となる。 

工期末に概数確定による数量変更が予想される工事につい

ては、設計変更に要する予算措置とともに、概数の確定を早

急に行う必要がある。 

23～25 【省略】 

26 概数等による発注は、工事内

容の変更指示書による指示とし

て事務処理ができるか。 

 

概数の確定については、打合簿で数量の確定協議を行い、

設計変更を行ってください。このとに、当初から計上してい

る工種であり、新たな作業が伴わないことから、「工事内容

の変更指示書」の取り交わしは不要です。 

ただし、概数の確定によるものかどうか内容が確認できる

ように処理してください。 

 

８－２ 拡大設計変更に関する質疑について 【省略】 

 

８－３ 契約書第１７・第１８条（軽微含む）に関する質疑について 

番号 質問・疑問 回        答 

1 軽微な設計変更は、何度行っ

ても良いのか。 

また、軽微総括を行う時期

は、工事終了前として良いか。 

軽微な設計変更については、その範囲内であれば何度も軽微

な設計変更として上申することができる。また、「軽微総括」

行う時期は、当該工事の不確定要素すべてが解消した時点とし

て良いので、結果的に工事終了前となることもある。 
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良いので、結果的に工事終了前となることもある。 

なお、設計変更するまで契約変更を行わないこととなるた

め、当該工事の不確定要素が解消したと想定される場合や増減

見込額の累計が限度額を超えた時点で、速やかに設計変更を行

い、契約変更する必要がある。 

2 承諾図も設計図書の扱いと

なるが、支出負担行為担当者に

上申して、原本設計書に添付す

る必要はあるか。 

設計図書の扱いとなるが、支出負担行為担当者へ上申して、

原本設計書に添付する必要はない。 

なお、設計図書である承諾図や打合簿を工事成果品と一緒に

保管する場合は、保存期限が設計図書 10 年、工事成果品 5年と

異なるため、注意すること。 

3～5 【省略】 

6 変更指示書による工事着手

可能の時期はいつになるのか。 

変更指示書に該当する箇所については、受注者が承諾した時

点で工事着手が可能です。 

 

 

９ 指定と任意の考え方 【省略】 

 

１０ 不可抗力による損害の取扱い（工事中災害について） 【省略】 

なお、「軽微総括」として設計変更するまで契約変更を行わ

ないこととなるため、当該工事の不確定要素が解消したと想定

される場合や増減見込額の累計が限度額を超えた時点で、速や

かに「軽微総括」を行い、契約変更する必要がある。 

 

2 承諾図も設計図書の扱いと

なるが、支出負担行為担当者に

上申して、原本設計書に添付す

る必要はあるか。 

設計図書の扱いとなるが、支出負担行為担当者へ上申して、

原本設計書に添付する必要はない。 

なお、設計図書である承諾図や工事施工協議簿を工事成果品

と一緒に保管する場合は、保存期限が設計図書 10年、工事成果

品 5 年と異なるため、注意すること。 

3～5 【省略】 

6 変更指示書による工事着手

可能の時期はいつになるのか。 

変更指示書に該当する箇所については、受注者が了諾した時

点で工事が可能です。 

 

 

９ 指定と任意の考え方 【省略】 

 

１０ 不可抗力による損害の取扱い（工事中災害について） 【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

内容の変更 

 

 

 

項目の追加 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

- 28 - 

 


